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【表紙】   

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年11月12日 

【四半期会計期間】 第49期第３四半期(自  平成26年７月１日  至  平成26年９月30日) 

【会社名】 株式会社CAC Holdings(旧会社名 株式会社シーエーシー) 

【英訳名】 CAC Holdings Corporation（旧英訳名 CAC Corporation） 

（注）平成26年３月27日開催の第48回定時株主総会の決議により、 

   平成26年４月１日をもって当社商号を「株式会社シーエーシー 

  （英訳名 CAC Corporation）」から「株式会社CAC Holdings 

  （英訳名 CAC Holdings Corporation）」へ変更いたしました。 
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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

  

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第48期第３四半期連結累計期間及び第49期第３四半期連結累計期間並びに第48期の潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

２ 【事業の内容】 

当社グループは、システム構築サービス、システム運用管理サービス、およびBPO／BTOサービスを主な事業として

おります。当社グループは、M&Aを重要な経営戦略に位置付けており、当第３四半期連結累計期間においては、イン

ドIT企業のAccel Frontline Limitedと同社子会社８社を子会社化いたしました。同社は、システム構築サービス、

およびシステム運用管理サービスを手掛けております。 

また、当社は、平成26年４月１日を分割期日として会社分割を行い、持株会社としてグループ会社の経営管理を行

う事業を除く全事業を新設分割承継法人である株式会社シーエーシーへ承継いたしました。 

  

回次 
第48期 

第３四半期 
連結累計期間 

第49期 
第３四半期 
連結累計期間 

第48期 

会計期間 
自  平成25年１月１日
至  平成25年９月30日

自  平成26年１月１日 
至  平成26年９月30日 

自  平成25年１月１日
至  平成25年12月31日

売上高 (百万円) 30,611 37,049 40,963 

経常利益 (百万円) 2,017 2,301 2,664 

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,074 2,017 1,514 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,451 1,405 3,305 

純資産額 (百万円) 22,000 24,286 22,833 

総資産額 (百万円) 34,009 43,252 37,020 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 53.99 101.32 76.07 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― ― ― 

自己資本比率 (％) 63.35 53.14 60.49 
 

回次 
第48期 

第３四半期 
連結会計期間 

第49期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自  平成25年７月１日
至  平成25年９月30日

自  平成26年７月１日 
至  平成26年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額 (円) 14.80 21.64 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありません。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断

したものであります。 

  

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間(平成26年１月１日～平成26年９月30日、以下「当第３四半期」)におけるわが国の経

済は、４月の消費税増税の影響により一部に陰りがみられるものの、全体としては緩やかな回復基調を維持しまし

た。 

 国内ITサービス市場は、前年度からの回復基調が継続していますが、成長率は低水準にとどまっています。 

  医薬品開発支援の分野は、製薬会社のアウトソーシング志向を背景に市場は拡大を続けていますが、国内におけ

る業界再編の動きが継続するなど、競争環境に変化が生じています。 

 このような状況下で、当社グループは、ITサービスにおいては、金融・信託向けなど需要が堅調な分野での受注

拡大に努めるとともに、当年度第１四半期に子会社化したAccel Frontline Limited(AFL)との事業面での連携に取

り組みました。また。医薬品開発支援の分野では、強みを持つ製造販売後業務、安全性管理業務の拡大に努めまし

た。 

 こうした取組みにより、当第３四半期の業績は、次のとおりとなりました。 

 売上高は前年同期比21.0％増加の370億49百万円となり、営業利益は前年同期比27.8％増加の24億43百万円、経

常利益は前年同期比14.1％増加の23億１百万円となりました。四半期純利益は、投資有価証券売却益12億18百万円

の計上も寄与し、前年同期比87.7％増加の20億17百万円となりました。 

  
セグメント別の業績は次のとおりであります。 

①  システム構築サービス 

既存グループ会社の売上高が増収となったのに加え、AFLの連結寄与もあり、システム構築サービスの当第３

四半期の売上高は、前年同期比47.7％増加の158億65百万円となりました。また、営業利益は、前年同期比

163.5％増加の11億81百万円となりました。 

  

②  システム運用管理サービス 

前年のサーバーリプレース案件の反動減はあったものの、AFLの連結寄与により、システム運用管理サービス

の当第３四半期の売上高は、前年同期比10.9％増加の135億38百万円となりました。また、営業利益は、前年同

期比5.0％増加の３億99百万円となりました。 

  

③  BPO/BTOサービス 

医薬品開発支援サービスは増収となったものの、人事BPOサービスが減収となりました。これらにより、

BPO/BTOサービスの当第３四半期の売上高は、前年同期比0.3％減少の76億45百万円となりました。また、営業利

益は、前年同期比20.4％減少の８億61百万円となりました。 

  

※ BPO：Business Process Outsourcing 

※ BTO：Business Transformation Outsourcing 
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(2) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて62億31百万円増加の432億52百万円とな

り、負債は、前連結会計年度末に比べて47億78百万円増加の189億65百万円となりました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金が８億79百万円減少したものの、利益剰余金が13億79百万円、少数株主持

分が８億61百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて14億53百万円増加し、242億86百万円となり

ました。 

なお、第１四半期連結会計期間より、Accel Frontline Limited株式を新規に取得したことにより、連結の範囲

に含めております。当該事象は、当第３四半期連結会計期間末の連結貸借対照表において、資産及び負債が増加し

ている主な要因となっております。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容は、次

のとおりであります。 

〔買収防衛策について〕 

当社は、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20％以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又

は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行為(いずれも予め当社取締役会が

同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を為そうとする特

定株主グループを「当該買付者」といいます)が一定の合理的なルールに従って行われることにより、株主の皆様

に十分な情報が提供され、不適切な買収により当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止して、企

業価値の向上に資することになるとの観点から、平成26年３月27日開催の第48回定時株主総会において、大規模買

付行為への対応方針(買収防衛策)の更新につき、ご承認をいただいております。 

(注) 1．特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいま

す)の保有者(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者

とみなされる者を含みます)又は買付等(金融商品取引法第27条の２第１項に規定する買付け等をい

い、取引所金融商品市場において行われるものを含みます)を行う者とその共同保有者(金融商品取引

法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を

含みます)及び特別関係者(金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます)を意味

します。 

     2．議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、直近の

自己株券買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数とします。 

  

 

― 4 ―



①  本対応方針導入の目的 

大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべき事項と考えますが、その

ためには買付提案に関する十分な情報やそれを評価するための相当な時間が株主の皆様に提供される必要がある

と考えております。そのように考える理由は以下のとおりであります。 

当社グループは情報化戦略の立案、システム構築、システム運用管理などのITサービスを主たる事業としてお

り、顧客企業各々の情報システムのニーズに合致したサービスを継続的に提供しております。その結果として特

定の企業ならびにその属する業界において多くの業務経験を積み、特有の業務知識・ノウハウを習得したこと

で、顧客企業から高い評価をいただき、信頼関係を継続しております。そのことこそが、同業他社との競争にお

いて、当社グループの重要な強みとなっており、同時に当社グループの企業価値の源泉となっていると認識して

おります。したがって、各顧客企業と当社との関係性への十分な理解なくして、当社グループの企業価値や買付

提案の妥当性を判断するのは容易でない場合があります。 

そのため、当該買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様に適切に判断いただくため

には、当該買付者及び当社取締役会の双方から、上記のような事業の背景を踏まえた今後の経営方針、事業計画

に加え、特に顧客あるいは業界という側面での営業方針・政策などについての適切かつ十分な情報が提供される

ことが不可欠であります。 

また、大規模買付行為によって株主の皆様が不測の不利益を被ることを防止し、場合によっては取締役会が株

主の皆様の利益のために買付提案の改善を当該買付者に要求する、あるいは代替案を提示するためのルールが必

要であると考えております。 

当社は、このような基本的な考え方のもとで、以下のとおり大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付

ルール」といいます)を設定するものであります。 

  

②  大規模買付ルールの内容 

ア．当該買付者は、大規模買付行為の実施前に取締役会に対して、株主の皆様及び取締役会の判断のために十分

な情報(以下「本件必要情報」といいます)を提供するものとします。その内容は以下のとおりであります。 

(a) 当該買付者の概要(当該買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等を含みます) 

(b) 大規模買付行為の目的及び内容 

(c) 当社株式の取得対価の算定根拠 

(d) 買付資金の存在を根拠づける資料 

(e) 当社の経営に参画した後、向こう５年間に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当

政策、資産活用策等 

本件必要情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、当該買付者は大規

模買付行為を行う前に先ず当社代表取締役宛に、当該買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内

連絡先及び提案する大規模買付行為の内容を明示し、大規模買付ルールに従う旨を記載した意向表明書を提出

するものとします。 

当社は、意向表明書を受領後10営業日以内に、当該買付者から当初提供していただくべき本件必要情報のリ

ストを当該買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分で

あると認められる場合は、十分な本件必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。 

大規模買付行為があった事実及び当社取締役会に提供された本件必要情報は、株主の皆様の判断のために必

要であると認められる場合は、取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示いたします。 

イ．取締役会は、当社の要請に基づく本件必要情報の全てを当社が受領した翌日から起算して、60日(買付の対価

を円貨の現金のみとする公開買付による当社株式全部の買付の場合)又は90日(その他の場合)以内の期間をもっ

て、大規模買付行為を評価、検討、交渉、意見形成のために必要な期間(以下「取締役会検討期間」といいま

す)とし、当該買付者は取締役会検討期間中、大規模買付行為を開始しないものとします。 

また、取締役会は、取締役会検討期間中、当該買付者から提供された本件必要情報を検討し、取締役会とし

ての意見をとりまとめ公表いたします。 
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③  対応 

ア．当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

もし当該買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、取締役会は、当該買付提案に対する反対意見を表明し

たり、代替案を提案して株主の皆様を説得したり、その他の適法かつ相当な対応をとることがありますが、原

則として③イ．(a)又は③イ．(b)に記載した対抗措置をとりません。ただし、たとえ大規模買付ルールが遵守

されても大規模買付行為が株主の皆様の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合(例えば、(a)真に経営

参加する意思がなく、株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である場合、(b)当社の顧客基盤その他経

営資源を当該買付者に移転するなどいわゆる焦土化が目的である場合、(c)経営資源の売却等によって一時的な

高配当により株価を一時的に吊り上げて高値で転売する目的である場合など)は、株主の皆様の利益を守るため

に、③イ．(a)又は③イ．(b)に記載した対抗措置をとる場合があります。 

イ．当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

当該買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、取締役会は株主の皆様の利益を守ることを目的として、

以下の具体的対抗策のうち、取締役会が適切と判断する措置をとることができるものとします。 

なお、実際に新株予約権を発行する場合には、一定割合以上の当社の株券等を保有する特定株主グループに

属さないことを行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることが

あります。 

(a) 新株予約権の無償割当て 

(ⅰ)新株予約権の割当てを受ける者及び割当てる新株予約権の数 

取締役会が別途定める割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株

式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く)１株につき１個の割合で新株予約権を割当てるものとい

たします。 

(ⅱ)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的たる株式の数は新株予約権

１個当たり１株といたします。 

(ⅲ)発行する新株予約権の総数 

新株予約権の割当総数は、取締役会が別途定める基準日における当社の最終の発行済株式総数(ただし、

当社の所有する当社普通株式を除く)に相当する数とします。 

(ⅳ)新株予約権の発行価額 

無償といたします。 

(ⅴ)各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は１株当たり１円を下限とし時価の

２分の１を上限とする金額の範囲内で取締役会が定める額といたします。 

(ⅵ)新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものといたします。 

(ⅶ)新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間、行使条件、取得条件その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるも

のといたします。 

(b) その他の対抗策 

(a)によることが妥当でないと判断される場合で大規模買付行為に対する対抗策を実施する場合は、会社法

その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置のうち大規模買付行為に対する対抗策として

適法かつ相当と認められる措置をとるものといたします。 

ウ．対抗措置発動後の停止 

取締役会は、本対応方針に基づき大規模買付行為に対する対抗策を実施することを決定した場合であって

も、当該買付者が大規模買付行為を中止した場合や大規模買付ルールを遵守することに同意するなど③ア．又

は③イ．に記載する対抗策の発動要件が解消されたと取締役会が判断した場合は、特別委員会の勧告を最大限

尊重した上で、対抗措置の発動の停止を決定することがあります。 
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エ．特別委員会の設置 

本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために、社外取締

役、社外監査役並びに必要に応じて選任される社外有識者で構成される特別委員会を設けます。 

取締役会は、③イ．(a)又は③イ．(b)に記載した対抗措置をとるか否か及び対抗措置の解除その他重要な判

断について必ず特別委員会の勧告を経るものとし、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。また、

特別委員会の招集権限は、当社代表取締役のほか、各委員も有するものとし、その招集が確実に行われるよう

にします。なお、特別委員会の運営規程は下記のとおりであります。 

『特別委員会運営規程』 

(設置) 

第1条  特別委員会は、取締役会の決議により設置される。 

(構成) 

第2条  特別委員会の委員は、３名以上とする。 

2    特別委員会は、以下各号の委員によって構成されるものとし、取締役会が委員を選任する。 

(1) １名以上の社外取締役 

(2) １名以上の社外監査役 

(3)  当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者であって、当社取締役会によって指名され

た者(原則として、弁護士、公認会計士等の専門家、学識者、金融商品取引に精通する者、又は、企業

経営経験者、企業経営専門家等とする)。 

3    委員の追加の必要がある場合、取締役会が独自の判断で候補者を決定する他、特別委員会は取締役会

に対して候補者を推薦することができるものとし、かかる推薦があったとき、取締役会は推薦内容を検

討するものとする。 

4   取締役会は、委員の中から１名を特別委員会委員長に選任し、また、委員の中から１名を特別委員会

委員長の職務代行者に選任する。 

(任期) 

第3条  委員の任期は以下各号のとおりとし、重任を認めるものとする。 

(1)  社外取締役及び社外監査役である委員 

       各々の取締役又は監査役としての任期と同じとする。 

(2)  社外有識者である委員 

       選任後３年とする。 

(役割) 

第4条  特別委員会は、取締役会の要請に応じて、原則として以下各号の事項について、勧告内容を決定し、

その理由を付して取締役会に対して勧告するものとし、取締役会は、当該勧告を最大限尊重して最終的

な決定を行う。 

(1)  買収への対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行うこと 

(2)  買収提案者との事後交渉に基づいて、新株予約権の取得、発行中止を行うこと 

(3)  前二号に準じる重要な事項 

(4)  その他、取締役会が特別委員会に勧告を求める事項 

2    特別委員会は、決定に際して、買収提案者や買収提案の内容等について十分な情報を取得するよう努

めるものとする。 

3    特別委員会は、証券会社、投資銀行、弁護士、公認会計士、その他の外部の専門家に対して、検討に

必要な専門的助言を求めることができるものとし、その費用負担は当社とする。 

4    委員は、決定を行うにあたって、当社の企業価値に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、

自己又は取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

(招集) 

第5条  特別委員会は、代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役)及び各委員がこ

れを招集する。 
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(定足数、決議の要件、議長、オブザーバー) 

第6条  特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員が出席することによって成立し、その決議は出席した委

員(特別利害関係者を除く)の過半数をもってこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある

場合、特別委員会は、特別利害関係者を除く全委員の２分の１以上が出席することによって成立し、そ

の決議は出席した委員（特別利害関係者を除く）の過半数をもってこれを行うものとする。 

2    特別委員会の議長は、委員長がこれを務めるものとし、委員長に事故あるときは職務代行者がこれを

務める。 

3    決議の対象である買収案件に関して特別な利害関係を有する委員は、決議の議決権を有しないものと

する。 

4    以下各号の者は、議決権を持たないオブザーバーとして特別委員会に出席できる。 

(1)  代表取締役(代表取締役に事故ある場合は取締役会が指名した取締役) 

(2)  代表取締役が出席を必要と認める者 

(3)  特別委員会が出席を必要と認める者 

(事務局) 

第7条  特別委員会には事務局を置き、経営管理担当部長がこれにあたる。 

(改訂) 

第8条  この規程の改訂は、特別委員会の諮問を経て、取締役会がこれを行う。 

オ．本対応方針の見直し及び有効期間 

取締役会は、関係法令の整備等を踏まえ、本対応方針を随時見直すものとします。 

また、本対応方針の有効期間は平成29年３月に開催予定の当社の第51回定時株主総会終結の時までとしま

す。 

なお、本対応方針は、その有効期間中であっても、株主総会又は取締役会において廃止する旨の決議がなさ

れた場合は、その時点で廃止されるものとします。 

  

④  発動時に株主・投資者に与える影響等 

ア．発動時に株主・投資者に与える影響 

大規模買付行為に対して対抗措置を講じることを決定した場合は、法令及び証券取引所規則等に則って適時

適切な開示を行い、また、当該買付者以外の株主、投資者に不利益を与えることのないよう適切な配慮をしま

す(ただし、株主の皆様が以下イ．の手続に従うことを前提とします)。 

なお、③ウ．に記載のとおり、取締役会決議により対抗措置の発動を停止することがあります。取締役会が

対抗措置として新株予約権の無償割当てを決議した後において、この発動を停止した場合又は無償割当てがな

された新株予約権の全てを当社が無償取得する場合には、当社株式1株当たりの価値の希釈化が生じません。し

たがって、希釈化が生じることを前提として当社株式の売買等の取引を行った株主、投資者は、株価の変動等

により相応の損害を被る可能性があります。 

イ．発動に伴って必要となる株主の皆様の手続 

対抗措置を講じる場合に株主の皆様は、以下の手続をとらない場合は株式持分の希釈化の不利益を受けま

す。 

(新株予約権の発行の場合) 

別途公告する基準日までに名義書換を完了し、引受に関わる意思表示と行使手続(行使価額相当額の払込等)

を行っていただく必要があります。 

  
(4) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、１億55百万円であります。なお、当

第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 86,284,000 

計 86,284,000 
 

種類 
第３四半期会計期間
末現在発行数(株) 
(平成26年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 21,541,400 21,541,400 
東京証券取引所 
市場第一部 

単元株式数 100株 

計 21,541,400 21,541,400 ― ― 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高 
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成26年７月１日～ 
平成26年９月30日 

― 21,541,400 ― 3,702 ― 3,953 
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(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年６月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

① 【発行済株式】 

(注)  完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式が 1,200株(議決権の数12個)含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

  

 

      平成26年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
普通株式 

1,634,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

19,904,800 
199,048 ― 

単元未満株式 
普通株式 

2,600 
― ― 

発行済株式総数 21,541,400 ― ― 

総株主の議決権 ― 199,048 ― 
 

    平成26年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

（自己所有株式） 
株式会社 CAC Holdings 

東京都中央区日本橋箱崎
町24番１号 

1,634,000 ― 1,634,000 7.59 

計 ― 1,634,000 ― 1,634,000 7.59 
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２ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 

（１）新任役員 

(注) 取締役の任期は、平成26年４月１日から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 

  

（２）退任役員 

（注）退任役員は平成26年4月1日に新設分割により設立された株式会社シーエーシーの取締役に就任しております。 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 

所有株式

数 

（千株）

就任 

年月日 

取締役 ― 髙 橋  久 昭和32年３月31日生 

昭和54年４月 株式会社コンピュータアプリケーションズ 

（現株式会社CAC Holdings）入社 

(注) 16 
平成26年

４月１日

平成 9年１月 当社NSM本部NSM事業推進部長 

平成12年３月 当社執行役員SI推進本部副本部長 

平成16年３月 当社取締役兼執行役員R&Dシステムビジネスユ

ニット長 

平成23年４月 当社執行役員医薬BTOユニット長 

平成24年４月 当社執行役員医薬BTO戦略推進担当 

平成24年４月 株式会社CACエクシケア代表取締役社長（現

任） 

平成26年４月 当社取締役（現任） 

取締役 ― チェン・ビン 昭和37年11月12日生 

平成４年７月 CAC AMERICA CORPORATION入社 

(注) ― 
平成26年

４月１日

平成12年４月 株式会社シーエーシー 

（現株式会社CAC Holdings）入社 

平成12年５月 CAC PACIFIC CORPORATION Director & 

President 

平成12年７月 希亜思(上海)信息技術有限公司董事兼総経理

（現任） 

平成24年４月 当社執行役員グローバル戦略推進担当 

平成26年３月 高達計算機技術（蘇州）有限公司董事長 

（現任） 

平成26年４月 当社取締役（現任） 

平成26年８月 Accel Frontline Limited. 

Non-Executive Director（現任） 

取締役 ― 
メヘタ・ 

マルコム 
昭和43年６月４日生 

平成11年１月 日本貿易振興機構（ジェトロ）入社 ムンバイ

事務所トレードアドバイザー 

(注) ― 
平成26年

４月１日

平成17年６月 Hexaware Technologies Limited入社 

日本代表 

平成22年６月 株式会社シーエーシー 

（現株式会社CAC Holdings）入社 

グローバル推進本部海外市場開拓部長 

平成22年10月 CAC India Private Limited 

 President（現任） 

平成23年４月 当社グローバルビジネス本部長 

平成24年４月 当社執行役員グローバルビジネス本部長 

平成24年４月 CAC AMERICA CORPORATION Director & 

Chairman & Secretary（現任） 

平成24年４月 CAC EUROPE LIMITED  

Director & Chairman（現任） 

平成26年１月 当社執行役員グローバル戦略推進担当 

平成26年４月 当社取締役（現任） 

平成26年７月 Accel Frontline Limited. 

Executive Director（現任） 
 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 
執行役員 
本社業務担当、経営統括本部長兼大阪支社長兼秘書室担当 

川真田 一 幾 平成26年３月31日 

取締役 
執行役員 
グローバル営業業務担当、医薬営業本部長 

安 達 利 宏 平成26年３月31日 

取締役 
執行役員 
グローバル制作業務担当、サービスビジネスユニット長 

長 倉 浩 和 平成26年３月31日 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年１月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表については、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

 なお、従来、当社が監査証明を受けている太陽ＡＳＧ有限責任監査法人は、平成26年10月１日に名称を変更し、太

陽有限責任監査法人となりました。 

  

― 12 ―



１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 9,546 11,012 

    受取手形及び売掛金 6,842 9,855 

    有価証券 3,615 3,106 

    商品 1 706 

    仕掛品 661 725 

    貯蔵品 13 46 

    繰延税金資産 387 432 

    その他 2,356 2,327 

    貸倒引当金 △11 △42 

    流動資産合計 23,414 28,170 

  固定資産     

    有形固定資産 1,093 1,661 

    無形固定資産     

      のれん 1,984 2,474 

      その他 1,072 1,592 

      無形固定資産合計 3,056 4,067 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 7,938 6,567 

      繰延税金資産 696 1,681 

      その他 ※1  844 ※2  1,127 

      貸倒引当金 △24 △23 

      投資その他の資産合計 9,455 9,353 

    固定資産合計 13,605 15,081 

  資産合計 37,020 43,252 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成25年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 2,226 3,887 

    短期借入金 197 1,950 

    1年内償還予定の社債 300 300 

    未払法人税等 677 801 

    賞与引当金 263 896 

    受注損失引当金 405 12 

    その他 2,454 2,781 

    流動負債合計 6,524 10,630 

  固定負債     

    社債 600 300 

    長期借入金 2,000 2,498 

    退職給付引当金 4,591 4,455 

    その他 471 1,081 

    固定負債合計 7,662 8,335 

  負債合計 14,187 18,965 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 3,702 3,702 

    資本剰余金 3,969 3,969 

    利益剰余金 14,238 15,618 

    自己株式 △1,637 △1,637 

    株主資本合計 20,272 21,652 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 2,174 1,295 

    為替換算調整勘定 △54 36 

    その他の包括利益累計額合計 2,119 1,331 

  少数株主持分 441 1,303 

  純資産合計 22,833 24,286 

負債純資産合計 37,020 43,252 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 30,611 37,049 

売上原価 24,469 29,589 

売上総利益 6,141 7,460 

販売費及び一般管理費 4,229 5,016 

営業利益 1,912 2,443 

営業外収益     

  受取利息 9 17 

  受取配当金 96 104 

  持分法による投資利益 1 1 

  為替差益 ― 43 

  投資事業組合運用益 11 ― 

  その他 46 51 

  営業外収益合計 165 218 

営業外費用     

  支払利息 16 259 

  コミットメントフィー 12 42 

  その他 31 59 

  営業外費用合計 60 360 

経常利益 2,017 2,301 

特別利益     

  投資有価証券売却益 ― 1,218 

  特別利益合計 ― 1,218 

特別損失     

  その他 ― 5 

  特別損失合計 ― 5 

税金等調整前四半期純利益 2,017 3,513 

法人税、住民税及び事業税 854 1,304 

法人税等調整額 51 63 

法人税等合計 905 1,367 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,111 2,145 

少数株主利益 37 128 

四半期純利益 1,074 2,017 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

                      (単位：百万円) 

                    前第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成26年１月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,111 2,145 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 1,197 △879 

  為替換算調整勘定 142 138 

  その他の包括利益合計 1,339 △740 

四半期包括利益 2,451 1,405 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 2,406 1,228 

  少数株主に係る四半期包括利益 45 176 
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【注記事項】 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記) 

第１四半期連結会計期間より、Accel Frontline Limited株式を新規に取得したことにより、同社及び同社の子

会社８社を連結の範囲に含めております。 

なお、当該連結の範囲の変更は、第１四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響

を与えることは確実と認められ、連結貸借対照表の総資産額、連結損益計算書の売上高、営業利益が各々増加す

るものと考えております。 

また、第２四半期連結会計期間において、当社を分割会社とする新設分割により株式会社シーエーシーを新た

に設立したため、連結の範囲に含めております。 

  
(四半期連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度（平成25年12月31日） 

※１．賃借物件の所有者に対して有する差入保証金の返還請求権812百万円を譲渡しており、同額が投資その他の資

産の「その他」より除かれております。なお、賃借物件の所有者の差入保証金返還に支障が生ずる等、一定の

事象が生じた場合において、譲渡した差入保証金の返還請求権を買取る可能性があります。 

  

当第３四半期連結会計期間（平成26年９月30日） 

※２．賃借物件の所有者に対して有する差入保証金の返還請求権755百万円を譲渡しており、同額が投資その他の資

産の「その他」より除かれております。なお、賃借物件の所有者の差入保証金返還に支障が生ずる等、一定の

事象が生じた場合において、譲渡した差入保証金の返還請求権を買取る可能性があります。 

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。 

  

  
前第３四半期連結累計期間 
(自  平成25年１月１日 
至  平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成26年１月１日 
至  平成26年９月30日) 

減価償却費 505百万円 611百万円 

のれんの償却額 127 150 
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(株主資本等関係) 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年９月30日) 

  配当金支払額 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成26年１月１日  至  平成26年９月30日) 

  配当金支払額 

  

 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年３月28日 
定時株主総会 

普通株式 318 16 平成24年12月31日 平成25年３月29日 利益剰余金 

平成25年８月１日 
取締役会 

普通株式 318 16 平成25年６月30日 平成25年９月６日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成26年３月27日 
定時株主総会 

普通株式 318 16 平成25年12月31日 平成26年３月28日 利益剰余金 

平成26年８月７日 
取締役会 

普通株式 318 16 平成26年６月30日 平成26年９月９日 利益剰余金 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年９月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成26年１月１日  至  平成26年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)  セグメント利益の合計額と四半期連結損益計算書の営業利益は一致しております。 

  
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

(のれんの金額の重要な変動) 

当第３四半期連結累計期間において、Accel Frontline Limitedの株式を新規に取得したことにより、のれんの

金額に重要な変動が生じております。当該事象によるのれんの増加額は632百万円となっております。当該のれん

については、複数の報告セグメントに関わるのれんであるため報告セグメントに配分しておりませんが、関連す

る費用については合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分しております。 

  

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 

合計 
システム構築 
サービス 

システム運用管理 
サービス 

BPO/BTO 
サービス 

売上高         

  外部顧客への売上高 10,740 12,203 7,667 30,611 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― 

計 10,740 12,203 7,667 30,611 

セグメント利益 448 380 1,083 1,912 
 

        (単位：百万円) 

  

報告セグメント 

合計 
システム構築 
サービス 

システム運用管理 
サービス 

BPO/BTO 
サービス 

売上高         

  外部顧客への売上高 15,865 13,538 7,645 37,049 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― 

計 15,865 13,538 7,645 37,049 

セグメント利益 1,181 399 861 2,443 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

 

  
前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年１月１日 
至  平成25年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間
(自  平成26年１月１日 
至  平成26年９月30日) 

１株当たり四半期純利益金額(円) 53.99 101.32 

   (算定上の基礎)     

    四半期純利益金額(百万円) 1,074 2,017 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,074 2,017 

    普通株式の期中平均株式数(株) 19,907,380 19,907,357 
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２ 【その他】 

中間配当 

平成26年８月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

   (1) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・318百万円 

   (2) １株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・16円 

   (3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成26年９月９日 

    (注) 平成26年６月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払を行います。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
  

平成26年11月12日

株式会社CAC Holdings 

取締役会  御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社CAC 

Holdingsの平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年７月１日

から平成26年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につ

いて四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社CAC Holdings及び連結子会社の平成26年９月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

  

太陽有限責任監査法人 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    大    村          茂    印 
 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士    石    井    雅    也    印 
 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。 

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
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